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数の伸び率」」－－「「当該年度の介護予防支援給付費」」など 

        ② 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）・任意事業-----「「平成２６年度

介護給付費見込額の２％」」××「「６５歳以上高齢者数の伸び率」」など 

       ③ 包括的支援事業（②を除く）-----次の４つの合計額 

     ・在宅医療・介護連携推進事業：1,058 千円＋3,761 千円×地域包括支援センター数 

     ・生活支援体制整備事業：第１層 8,000 千円、第２層 4,000 千円×日常生活圏域数、就労

的活動支援コーディネーターの配置 8,000 千円 

     ・認知症総合支援事業：認知症初期集中支援事業 10,266 千円、認知症地域支援・ケア向上

事業 11,302 千円、認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事

業 4,529 千円 

     ・地域ケア会議推進事業：1,272 千円×地域包括支援センター数 

 

 

4400．．    地地域域包包括括ケケアア推推進進基基金金運運用用事事業業                          ２２，，７７９９２２千千円円 

【【地地域域包包括括支支援援課課】】 

事事業業のの目目的的 

 医療、介護、生活支援サービス等が一体的に提供され、高齢者が生きがいをもって

住み慣れた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシステムの構築等を推進するため創

設された「地域包括ケア推進基金」の運用を行う。 

 

事事業業内内容容 

「地域包括ケア推進基金」を運用し、運用益の積立てを行う。 

 

（参考）地域包括ケア推進基金について 

 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行によ

り、平成 24 年度にかぎり財政安定化基金の本来の目的に支障を来さないための必要な

見込み額を残して取り崩し、拠出した市町村の介護保険料率の増加の抑制や、国、県

において介護保険に関する事業に充てることが可能となったことから、取り崩した額

のうち三分の一を国へ、三分の一を市町村へそれぞれ納付及び交付をするとともに、

残りの三分の一は奈良県の介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるための事業

を実施する財源として活用することとし、「地域包括ケア推進基金」を創設したもの。 
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